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令和８(2026)年度カスタマーハラスメント発生防止に向けた周知啓発業務 

公募型プロポーザル実施要領 
 

１ 業務名 

令和８(2026)年度カスタマーハラスメント発生防止に向けた周知啓発業務 
 

２ 業務の趣旨・目的  

  今日、顧客等による不当な要求等の行き過ぎた言動、いわゆるカスタマーハラスメントは、就業者

の人格や尊厳を害し心身に重大な影響を及ぼすとともに、事業者にとっては人手不足が深刻化する中

で離職者の増加を引き起こし事業の継続を困難にするなど、社会的な問題となっている。 

  栃木県(以下、「県」という。)においては、令和８年４月から栃木県カスタマーハラスメント防止

条例(以下、「条例」という。)を施行し、県、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとと

もに、カスタマーハラスメントの防止に関する取組を進めることとしている。 

本業務では、デジタルを活用した周知啓発及び各種広報物を利用した周知啓発ならびに条例施行の

キックオフイベントを実施することにより、県民等の条例の内容及びカスタマーハラスメントに

関する正しい理解を深めるとともに、カスタマーハラスメントの発生を未然に防止することを

目的とする。 

 

３ 業務内容 

別添「令和８(2026)年度カスタマーハラスメント発生防止に向けた周知啓発業務仕様書」のとおり 
 

４ 契約期間 

契約締結の日から令和９(2027)年３月31日まで 
 

５ 委託契約金額の上限額 

7,824,707円（消費税及び地方消費税含む）を上限とする。 
 

６ 応募資格 

  企画提案に応募する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に該当しないこと。 

(2) プロポーザル方式により契約しようとする業務において、競争入札参加資格等（平成８年栃木

県告示第 105 号）に基づき、入札参加資格を有することについて栃木県知事の決定を受けた者で

あること。又は契約締結時までに入札参加資格を取得する見込みがある者であること。 

(3) 本プロポーザル実施に係る公告開始日から契約を締結しようとする日までにおいて、栃木県競

争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年４月１日施行）に基づく指名停止期間中でない

こと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法（平成

14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て又は破産法（平成16年法律第75号）に

よる破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 国税及び地方税に未納がないこと。 
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７ 応募方法等 

(1) スケジュール 

ア 実施要領等の公表（公告開始日）    令和８(2026)年２月27日（金） 

  イ 実施内容等に関する質問受付期限    令和８(2026)年３月５日（木）12時必着 

  ウ 質問に対する回答           令和８(2026)年３月９日（月） 

  エ 参加表明書の提出期限         令和８(2026)年３月13日（金）17時必着 

  オ 企画提案書の提出期限         令和８(2026)年３月24日（火）17時必着 

  カ プロポーザル審査（書面）実施     令和８(2026)年３月下旬 

  キ 選定結果の通知・公表         令和８(2026)年３月下旬 

(2) 参加表明書の提出 

    本プロポーザルへの参加を希望する者（以下「参加者」という。）は、参加表明書（様式１号）

及び参加資格確認書（様式２号）を提出すること。 

ア 提出期限：令和８(2026)年３月13日（金）17時必着 

※提出期限後に到着した応募書類は無効とする。 

イ 提出方法：電子メールに添付、ＦＡＸ又は郵送（書留郵便に限る。）により、「14 問合せ先

及び各種書類の提出先等」に提出すること。 

※参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、令和８(2026)年３月24日（火）17時までに辞

退届（様式任意）を提出すること。 

 (3) 企画提案書の提出  

参加者は、参加表明書を提出後、仕様書及び以下のア～エに基づいて企画提案書を作成し、応募

申請書（様式３号）に添えて令和８(2026)年３月24日（火）17時までに持参又は郵送（提出期限

内必着の書留郵便に限る。）により、「14 問合わせ先及び各種書類の提出先等」宛て提出するこ

と。 

ア 企画提案書の用紙は、原則としてＡ４判用紙を使用することとし、Ａ３判用紙を使用する場合

には、Ａ４判サイズに折り込むこと。カラー印刷とすること。 

イ 企画提案書の様式は任意であるが、次の事項を含めて作成すること。 

なお、記載順序は任意とする。 

(ｱ) 企画提案内容 

  a デジタルを活用した周知啓発 

   ・動画コンテンツの作成方針 

・広告の配信及び効果測定の方法を含めた運用方針 

   ・その他仕様書に提案を定めている内容 

  b 各種広報物を活用した周知啓発 

   ・各種広報物のデザイン案及びデザインのコンセプト 

・その他仕様書に提案を定めている内容 

  c キックオフイベントの開催 

   ・キックオフイベントの内容及びその目的、効果 

   ・その他仕様書に提案を定めている内容 

  d その他提案内容 
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(ｲ) 実施計画及び全体のスケジュール 

(ｳ) 業務遂行人員体制 

(ｴ) 類似事業の業務実績 

過去３年以内に、県又は市町から事業を受託した実績があれば、事業年度、事業名及び事業

内容を記載すること。 

(ｵ) 個人情報管理体制 

(ｶ) 見積額 

必要な項目ごとに区別する（諸経費や消費税も区別する）こと。 

ウ 企画提案書は１者１提案とする。 

エ 企画提案書の提出部数は、７部（正本１部、副本６部）とする。 

なお、審査の公平を期すため、副本は参加者名を記入しないこと。 

 (4) 企画提案書等の取扱い 

  ア 提出期限後は、提出書類の変更、差替、再提出又は撤回は認めない。 

イ 提出書類は、理由を問わず返却しない。 

ウ 提出書類は、栃木県情報公開条例（平成 11 年栃木県条例 32 号）に基づく公文書開示請 

求の対象となる。 

エ 県は、必要に応じて追加資料の提出を求めることができる。 

オ 提出書類の作成及び提出に係る費用等、本プロポーザルへの参加に要する経費は全て参

加者の負担とする。 

カ 参加者は、企画提案書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したものとみなす。 

キ 企画提案書に使用する言語は日本語、使用する通貨は円とする。 

ク 提出された企画提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行う場合があ

る。 

ケ 提出書類の著作権は、参加者に帰属する。 

コ 提出書類に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権

利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は参加者が負う。 
 

８ 業務委託内容等に関する質問 

 業務委託内容等に関する質問がある場合は、簡易なものを除き、質問書（様式４号）を電子メ

ール又はＦＡＸにより令和８(2026)年３月５日（木）12 時までに「14 問合せ先及び各種書類

の提出先等」に提出する。質問に対する回答は、令和８(2026)年３月９日（月）までに質問者に

回答するとともに、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、県ホーム

ページに掲載する。 
 

９ 審査方法（書面審査） 

(1) 評価基準 

別表「評価基準」のとおり。 

 (2) 審査方法 

企画提案書、見積書等について、評価基準に基づき、プロポーザル選定委員の意見（採点

等）を聴取し評価を行う。 
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 (3) 契約候補者の選定方法 

   ア 失格者を除いた者のうち、企画提案者の中で最高点と評価した選定委員が最も多かった

者を契約候補者とする。 

なお、該当する企画提案者が複数あった場合には、各選定委員による評価の合計点の平

均点が最も高い者を契約候補者とする。 

イ アの場合において、平均点の最も高い提案書が複数あった場合は、選定委員会で審議の

上、契約候補者を選定する。 

ウ 各選定委員による評価の合計点の平均点が 60 点未満の場合は、当該企画提案書を契約

候補者として選定しない。企画提案者が１者の場合も同様とする。 

 (4) その他 

    次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

ア 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

イ  本実施要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

ウ 見積書の金額が５の委託契約金額の上限額を超える場合 

エ  評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

オ  評価に係るプロポーザル選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を行った場

合 

カ  その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 
 

10 選定結果の通知・公表 

  契約の相手方の候補者を選定後、企画提案者全員に選定又は非選定の結果を通知する。 

また、候補者の名称等について県ホームページに公表するものとする。 

 

11 契約の締結等 

 (1) 契約の相手方の候補者と県との間で、委託内容、経費等について再度調整を行い、協議が調った

場合委託契約を締結する。 

なお、委託業務の実施に際して、企画提案書の内容をそのまま実施することを約束するも

のではないことに留意すること。 

(2) 候補者が、企画提案書の作成に当たり、定められた予算、及び期限の範囲内で、本要領及

び仕様書よりも優れた方法で提案できると判断した場合、仕様書の内容を一部変更して当該

方法を提案できるものとする。 

 (3) 候補者と契約締結の交渉を行い、契約が成立しない場合は次順位の者と交渉を行うこととする。 

 (4) 契約の締結に必要な経費は、すべて候補者の負担とする。 

 (5) 契約代金の支払いは、業務完了検査後の精算払いとする。 

(6) 本契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約（契約書を電子データで作成し、押印

に代わる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与する

もの）による締結を可とする（本業務を受託した者（以下「受託者」という。）が電子契約に同意

しない場合は、紙の契約書により締結する）。 

締結には、県が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用し、受託者は利用に

係る費用負担が生じないものとする。なお、受託者は、契約締結に利用するメールアドレスを用意
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する必要がある。 
 

12 業務の適正な実施に関する事項 

(1) 業務の一括再委託の禁止 

受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができな

い。 

ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、県と協議の上、業務の

一部を委託することができるものとする。企画提案書を提出する時点で再委託を予定する場

合には、企画提案書に再委託する業務内容及び想定する再委託先等について明記すること。 

(2) 守秘義務 

受託者は、委託業務の処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託業務が

完了し契約が解除された後においても同様とする。 
 

13 その他 

 次の場合には、このプロポーザルの変更等を行うことがある。 

(1) 令和８(2026)年度栃木県一般会計当初予算が原案どおり成立しなかった場合及び国の「地域未

来交付金」に係る交付決定について事業の経費が減額又は取消された場合 

(2) 栃木県カスタマーハラスメント防止条例が原案どおり成立しなかった場合 

 

14 問合せ先及び各種書類の提出先等 

   〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20（栃木県庁６階） 

  栃木県 産業労働観光部 労働政策課 労働経済・福祉担当  

TEL：028-623-3217  FAX：028-623-3225  E-mail：rousei@pref.tochigi.lg.jp 

受付時間：平日の９時から17時まで（正午から13時を除く。） 

 



別表 

 

令和８(2026)年度カスタマーハラスメントに向けた発生防止周知啓発業務 
評価基準 

 

１ 評価項目及び各項目の配点は次のとおりとし、各選定委員（５名）が採点する。 

２ 企画提案者の中で最高点と評価した選定委員が最も多かった者を契約候補者とする。 

なお、該当する企画提案者が複数あった場合には、各選定委員による評価の合計点の

平均点が最も高い者を契約候補者とする。 

３ ２の場合において、平均点の最も高い提案書が複数あった場合は、選定委員会で審議

の上、契約候補者を選定する。 

４ 各選定委員による評価の合計点の平均点が 60 点未満の場合は、当該企画提案書を契約

候補者として選定しない。企画提案者が１者の場合も同様とする。 
 

評価項目 評価内容 配点 

事業目的の理解度 
① 

事業内容の趣旨及び目的が十分理解され、明確なコンセプト 

の下に提案されているか。 15 

事業の提案内容 

② 
デジタルを活用した周知啓発について、条例の趣旨に沿うと 

ともに、広告効果の最大化を図るための具体的かつ的確な提案が 

なされているか。 

20 

③ 

各種広報物のデザイン・仕様及び広報の提案について、条例の 

趣旨に沿うとともに、設置場所等が考慮され目的の達成が期待で 

きるものとなっているか。 

20 

④ 
キックオフイベントについて、条例及びカスタマーハラスメントの 

発生防止の理解促進につながる具体的な提案がされているか。 ５ 

事業実施に当たっての

実現性・計画性 
⑤ 

事業内容やスケジュールなどが明示された、具体的で実現可 

能な事業計画が構築されているか。 10 

⑥ 
各提案について、データや知識等の明確な根拠に基づく実現 

可能な内容になっているか。 ５ 

事業実施体制 ⑦ 事業計画を確実かつ効果的に実施する体制を整えているか。 10 

事業実績 ⑧ 過去に類似・関連事業の実績があるか。 ５ 

⑨ 過去の事業実績は本事業に活かせる内容であるか。 ５ 

費用の積算 ⑩ 費用の積算は合理的な内容になっているか。 ５ 

総   計 100 

 


